
４８万円以下

消  費  税  率
３　　　％

４　　　％ ６．３　　％ ７．８　　％

（地方消費税を含む） （５　　　％） （８　　　％） （10　　　％）

年１回
確定申告 １回

６０万円以下 ６０万円以下
４８万円以下 ４８万円以下

４８万円以下

６０万円超
５００万円以下

６０万円超
４００万円以下

４８万円超
４００万円以下

４８万円超
４００万円以下

４８万円超
４００万円以下

４８万円超

 ４,８００万円超

4,800万円

年４回
確定申告 １回
中間申告 ３回

５００万円超
４００万円超

４,８００万円以下
４００万円超

４,８００万円以下
４００万円超

４,８００万円以下
４００万円超

年２回
確定申告 １回
中間申告 １回

年１２回
確定申告 １回
中間申告11回

 ４,８００万円超  ４,８００万円超

【導入時】 【平成３年改正】 【平成６年秋の税制改革】
平成９年４月施行

【平成15年改正】
平成16年４月施行 平成26年４月施行 令和元年10月施行

500万円

400万円

60万円

48万円

（５００）

（６０）

（６０）

（５００）

（６０）

（６０）

（５００）

（６,０００）

（６,０００）

（５００）

前課税期間の
年税額

（注）（ ）書きは、地方消費税（消費税率換算相当）を含む。
（※）軽減税率が適用されるものについては、税率6.24％（地方消費税と合わせて８％）。

（５０７.９３）

（６０.９５）

（６０.９５）

（６，０９５.２３）

（６，０９５.２３）

（５０７.９３）

（５１２.８２）

（６１.５３）

（６１.５３）

（６，１５３.８４）

（６，１５３.８４）

（５１２.８２）

消費税の申告納付制度の改正の推移

【社会保障・税一体改革】

中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の
中間申告（年１回）が可能

（※）


